別記第1号様式(第2条関係)
北見市借上市営住宅等補助金交付申請書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

　北見市長　様

住所
　　　　　　　　　　認定事業者　氏名　　　　　　　　　　　　　　印
電話(　　　　)

　　　　　年　　月　　日認定番号第　　　　　号で認定を受けた建設計画について、建設に係る補助を受けたいので、北見市借上市営住宅制度実施要綱第14条第1項の規定により次のとおり関係書類を添えて申請します。

1　補助対象団地　　名　称
　　　　　　　　　 所在地　　北見市
2　補助事業の名称　　北見市借上市営住宅等整備事業
3　交付申請額　　　　　　　　　　　　千円
4　交付申請額の算出方法等　　別紙1、2、3のとおり
5　事業完了の予定期日　　　　　　年　　月　　日
6　添付書類　(1)　建設計画認定通知書の写し(1部)
(2)　設計図書(別紙4による)





別紙1
  補助金交付申請額(総括表)
  (単位：千円)

	区　分
	整備に要する費用
	補助率
	補助金所要額
	備考

	住宅共用

部分
	
	2/3
	
	

	
	(　　　　　　　　　)
	
	(　　　　　　　　　)
	

	共同施設
	
	2/3
	
	

	
	(　　　　　　　　　)
	
	(　　　　　　　　　)
	

	高齢者向け
又は障がい
者向け設備
	
	2/3
	
	

	
	(　　　　　　　　　)
	
	(　　　　　　　　　)
	

	今回補助金所要額(上段)　計　　　　 (a)
	
	

	消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額 (b)
	
	(単位:円)

	今回交付申請額(上段)　計　①　(a)－(b)
	
	

	前回補助金所要額(下段)　計　　　　 (c)
	
	

	消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額 (d)
	
	(単位:円)

	前回交付申請額(下段)　計　②　(c)－(d)
	
	

	変更増△減額　(①－②)
	
	


  
備考　　前回交付申請額は、下段(　)内に記入すること。


(注)　消費税及び地方消費税に係る仕入控除額を減額して申請する場合は、記載すること。




  別紙2
住宅共用部分整備費の内訳

	 区　　　分
	 計算式
	 金額(千円)

	①当該住宅1戸当たり標準建設費
	[{(a)/(b)}×(c)]
	千円

	(a)当該住宅1戸当たり平均床面積＋44㎡
	㎡＋44㎡
	－

	(b)1戸当たり標準床面積＋44㎡
	㎡＋44㎡
	－

	(c)1戸当たり主体附帯工事費
	
	千円

	②当該住宅の標準建設費
	千円×　戸
	千円

	③当該住宅の特例加算適用額
	(d)+(e)
	千円

	(d)特殊基礎工事費
	
	千円

	 (e)雪害防除工事費の雪囲い
	
	千円

	④当該住宅の標準建設費と
特例加算適用額の合計
	千円＋　　　千円
	千円

	⑤当該住宅の実施工事費
	
	千円

	⑥補助対象額の定率
	％
	

	住宅共用部分整備費補助対象額
	千円×　%/3×3
	千円


 
 　備考　(1)　補助対象額は、3で割り切れる額とし、千円単位とすること。
(2)　補助対象額の算定に係る当該住宅の建設費は、④と⑤のうち、
小さい方の金額とすること。
(3)　「⑤当該住宅の実施工事費」は、共同施設整備費及び高齢者
向け又は障がい者向け設備の設置等に要する費用を除くこと。
(4)　交付変更申請の場合は、変更前の数値を(　)書きで併記する
こと。
(5)　補助対象額の算定に係る各区分の工事内訳書を添付すること。






別紙3
  共同施設整備費の内訳

	 共同施設の区分
	 整備面積 (㎡)
	 所要額 (千円)
	 備　考

	
	
	
	

	 合　　　計
	 －
	
	


  
高齢者向け又は障がい者向け設備の設置等に要する費用の内訳

	 高齢者向け又は
 障がい者向け設備
 等の区分
	 全　体

 戸　数
	 設　置

 戸　数
	
 所要額 (千円)
	
 備　考

	
	
	
	
	

	 合　　　計
	
	
	
	


  　
備考　(1)　金額は、3で割り切れる額とし、千円単位とすること。
(2)　整備面積は、小数点以下を切捨てし、整数で記入すること。
(3)　「共同施設の区分」欄には、児童遊園、集会所等該当する
ものを記載すること。
(4)　「高齢者向け又は障がい者向け設備等の区分」欄には、警
報装置等該当するものを記載すること。
(5)　交付変更申請の場合は、変更前の数値を(　)書きで併記す
ること。
(6)　各区分の工事費内訳書を添付すること。


別紙4
  設計図書

	位置図
	 　縮尺は、1/25,000程度とすること。

	付近見取図
	 　縮尺は、1/1,500程度とすること。
日常生活に必要な施設として、小学校、中学校、店舗、交通機関の路線、駅及び停留所の位置、病院、役所及び出張所、幼稚園、保育園等を記載すること。

	配置図
	 　縮尺は、1/200程度とし、その規模に応じて1/250～1/1,000とすること。
 　外構図を兼ねるものとし、補助を受けようとする共同施設部分を施設区分ごとに色分けにより明示すること。

	各階平面図
	 　縮尺は、1/100とすること。
 　住戸の間取りの分かるものとし、補助を受けようとする住宅共用部分及び高齢者向け又は障がい者向け設備等を明示すること。ただし、当該設備等の明示は、必要に応じて住戸の平面詳細図に行うことができる。

	立面図
	 　縮尺は、1/100とすること。
 　2面以上を記載すること。




